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平成２７年１１月２３日 渋谷校 リアル実務・レジュメ 

特定社会保険労務士 澤井 清治 

（澤井国際事務所代表・人事総務キャリアアップ検定協会理事長） 

 

１．会社設立時の労働社会保険の手続き 

【必要となる手続き一覧】 

労働保険（労災保険・雇用保険） 社会保険（健康保険・厚生年金） 

保険関係成立届（監督署又は職安） 

概算保険料の申告書 

適用事業所設置届（職安） 

被保険者資格取得届 

健康保険・厚生年金新規適用届 

被保険者資格取得届 

被扶養者届 

【保険率一覧】 

労災保険率・小売飲食…3.5／1,000（全額会社負担） 

雇用保険率・13.5／1,000（本人 5／1,000、会社 8.5／1,000） 

健康保険（協会・東京）…99.7／1,000 

介護保険（協会）…15.8／1,000 

厚生年金…178.28／1,000 

【労働保険と社会保険の適用】 

雇用保険の一般被保険者（①②に該当） 社会保険の被保険者（①②③に該当） 

① 週所定労働時間が 20 時間以上 

② 31 日以上の雇用見込がある 

① 1 日又は 1 週間の所定労働時間がその

事業場の通常の労働者のおおむね 4 分

の 3以上 

② 1 月の労働日数がその事業場の通常の

労働者のおおむね 4分の 3以上 

③ 2 か月以内の期間雇用でないこと 

※労災保険は労働者であればすべて適用となる 

 

２．就業規則の作成 

常時使用する労働者が、10 人以上である場合、就業規則を作成した上で、過半数の労

働者の意見書を添付して、所轄労働基準監督署に届け出なければならない。 

注)「常時 10 人以上」とは、パート、アルバイト等を含め 10 人以上の労働者を使用す

るのが常態の場合をいう。 
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【就業規則の作成・変更】  

 

注)労働者への周知は、常時各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける等の方法

による。 

【就業規則の記載事項】 

 

・就業規則の絶対的必要記載事項…必ず記載しなければならない事項 

(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関

する事項 
(2) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

(3) 退職に関する事項(退職の事由とその手続、解雇の事由等) 

 

・就業規則の相対的必要記載事項…決まりがあれば記載しなければならない事項 

(1) 退職手当に関する事項(適用者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法・時期) 

(2) 賞与等・ 低賃金額について定める場合には、これに関する事項 

(3) 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項 

(4) 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項 

(5) 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項 

(6) 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項 

(7) 表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項 
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(8) 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、こ

れに関する事項 

 

・就業規則の任意的記載事項…任意の記載事項 

(1) 就業規則の制定趣旨、根本精神を宣言した規定 

(2) 就業規則の解釈、適用に関する規定等 

 

【就業規則事例・3交代勤務に対応】 
労働時間及び休憩時間 

第○○条 労働時間は、１週間については（※40 時間・44 時間）、１日については８時間とする。 

２ 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを

得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労

働者に通知する。 

① 一般勤務 

始業・終業時刻 休憩時間 

 始業  午前  時  分 

 終業  午後  時  分 
   時  分から  時  分まで 

② 交替勤務 

（イ） １番（日勤） 

始業・終業時刻 休憩時間 

 始業  午前  時  分 

 終業  午後  時  分 
   時  分から  時  分まで 

（ロ） ２番（準夜勤） 

始業・終業時刻 休憩時間 

 始業  午前  時  分 

 終業  午後  時  分 
   時  分から  時  分まで 

（ハ） ３番（夜勤） 

始業・終業時刻 休憩時間 

 始業  午前  時  分 

 終業  午後  時  分 
   時  分から  時  分まで 
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３ 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の   日までに各

労働者に通知する。 

４ 交替勤務における就業番は原則として   日ごとに   番を   番に、   番を   番 

に、   番を   番に転換する。 

５ 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として休

日又は非番明けに行うものとし、前月の   日前までに    が労働者に通知する。 

 

 

※１週間の法定労働時間は上限 40 時間までと定められていますが、商業（卸売業、小

売業、理美容業、倉庫業、その他の商業）、映画の製作の事業を除く映画・演劇業、保

健衛生業、接客娯楽業（旅館、飲食業、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業）

の事業であって、常時使用する労働者数が 10 人未満の事業場は、１週 44 時間までとな

ります。 

 

【割増賃金】 

時間外労働の割増率 通常の賃金額の 25％以上 

休日労働の割増率 通常の賃金額の 35％以上 

深夜労働の割増率 通常の賃金額の 25％以上 

時間外労働が深夜の時間帯となった場合の割増率 通常の賃金額の 50％以上 

休日労働が深夜の時間帯となった場合の割増率 通常の賃金額の 60％以上 

※深夜の時間帯は午後 10 時～午前 5時 

※休日労働となるのは、週に１日（法定休日）に労働させた場合 

※休日＋時間外の割増はありません。 

※時間外労働が60時間を超えた場合の割増率は、一定の中小企業には適用されません。 

 

３．労働条件の明示（雇用通知書の発行※巻末添付資料１） 

絶対的明示事項…必ず明示しなければならない事項（昇給に関する事項以外は文書の

明示が義務） 

(1) 労働契約の期間に関する事項  

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項  

(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並

びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項  
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(5) 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。）の決定、計算及び支払の方

法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

(6) 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）  

 

相対的明示事項…決まりがあれば明示しなければならない事項 
(1) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方

法並びに退職手当の支払の時期に関する事項  

(2) 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並

びに 低賃金額に関する事項  

(3) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項  

(4) 安全及び衛生に関する事項  

(5) 職業訓練に関する事項  

(6) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項  

(7) 表彰及び制裁に関する事項  

(8) 休職に関する事項  

※明示事項の中で、就業規則の条項と重複する事項は、就業規則の提示で代用可能 

 

４．助成金 

【特定求職者雇用開発助成金】 

特定就職困難者雇用開発助成金 高年齢者雇用開発特別奨励金 

…高年齢者（６０歳以上６５歳未満）や

障害者、母子家庭の母などの就職が特に

困難な者を雇い入れることに対して助成

…６５歳以上の離職者を雇い入れること

に対して助成 

 

１．本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。 

① ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること  

② 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること（※2）が確実であ

ると認められること。 

※2 対象労働者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期

間が継続して 2年以上であることをいいます 
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２．助成額・対象労働者の類型と企業規模に応じて１人あたり下表の支給額となる。  

対象労働者 支給額 助成対象

期間 

支給対象期ごとの支

給額 

[1]高年齢者（60 歳以上 65

歳未満）、母子家庭の母等 

６０万円 

(５０万円) 

１年 

(１年) 

３０万円 × ２期 

(２５万円 × ２期) 

[2]重度障害者等を除く身

体・知的障害者 

１２０万円 

(５０万円) 

２年 

(１年) 

３０万円 × ４期 

(２５万円 × ２期) 

短時間

労働者

以外の

者 

[3]重度障害者等(※3) ２４０万円 

(１００万円) 

３年 

(１年６か月) 

４０万円 × ６期 

(３３万円※× ３期) 

※第３期の支給額は３４万円 

[4] 高年齢者（60歳以上65

歳未満）、母子家庭の母等 

４０万円 

(３０万円) 

１年 

(１年) 

２０万円 × ２期 

(１５万円 × ２期) 

短時間

労働者

(※4) 
[5]重度障害者等を含む身

体・知的・精神障害者 

８０万円 

(３０万円)  

２年 

(１年) 

２０万円 × ４期 

(１５万円 × ２期) 

注；（ ）内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。 

※3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、４５歳以上の身体・知的障害

者及び精神障害者をいいます。 

※4 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、２０時間以上３０時間未満で

ある者をいいます。 

３．他の要件（雇入れ系助成金・共通要件） 

① 対象労働者の雇入れ日の前後６か月間（以下「基準期間」という）に事業主の都

合による従業員の解雇（勧奨退職を含む）をしていないこと 

② 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労

働者の雇入れ日における被保険者数の６％を超えていない（特定受給資格者とな

る離職理由の被保険者が３人以下の場合を除く）こと 

③ 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類（労働者名

簿、賃金台帳、出勤簿など）を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出ま

たは提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力するなど、助成金の支給または

不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること 
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【キャリアアップ助成金】 
本助成金は次の６つのコースに分けられます。 
・有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」  
・有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」 
・有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」 
・有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」 
・勤務地限定正社員または職務限定正社員制度の新たな規定・適用等を助成する「多様

な正社員コース」  
・短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する

「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」 
 
☛有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」 

有期契約労働者を期間の定めのない正規雇用労働者に転換した場合、1 人 50 万円助成 

 

１．本助成金の支給を受けるための要件は以下の通り 

① 雇用保険適用事業所の事業主であること 

② 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること 

③ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、

管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※1事業主であること 

※1 キャリアアップ計画書（添付資料２）は、原則、コース実施の前日から起算して

１か月前までに管轄労働局長に提出し管轄労働局長の確認を受けること。（※就

業規則等に正規雇用転換制度の規定（添付資料３）を設けることが必要） 

④ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること 

⇒作成したキャリアアップ計画書に基づいて、対象の労働者を正規または無期雇用

に転換し、6 箇月雇用を維持・賃金を支払うこと。 
※ 対象労働者の合計人数は 1 事業者につき 1 年度 10 名まで 

☛申請時に、対象となる労働者が非正規として 6 箇月以上雇用されていること。ま

た、非正規雇用者を正規雇用するルールを定めた、就業規則が 6 箇月以上正しく

運用されていること。 
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【企業内人材育成助成金】 

個別企業助成コース 

①～③の人材育成制度を就業規則などに規定して導入し、従業員に実施した事業主に、

一定額を助成します。 

① 教育訓練・職業能力評価制度の導入 

従業員に対する教育訓練や職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度。

導入助成50万円(大企業25万円) 1人あたり実施助成 5万円(大企業2.5万円) 

② キャリア・コンサルティング制度の導入 

従業員に対するキャリア・コンサルティングを、ジョブ・カードを活用し計画的に

行う制度。導入助成 30 万円(大企業 15 万円)  1 人あたり実施助成 5 万円(大企業

2.5 万円) 

従業員をキャリア・コンサルタントとして育成した場合に加算。15 万円(大企業 7.5

万円) 

③ 技能検定合格報奨金制度の導入 

技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度 

導入助成 20 万円(大企業 10 万円)  1 人あたり実施助成 5 万円(大企業 2.5 万円)実

施・育成助成は 10 人まで。 

 

１．本助成金を受けるための要件 

① 事前の計画提出 

各都道府県労働局又は公共職業安定所に取組の実施に関する計画書を事前に提出し

て認定を受けること。 

 

② 認定を受けた計画の実施 

認定を受けた計画に従い実際に取組を実施すること 

 

③ 支給申請 

取組終了後、2箇月以内に当道府県労働局又はハローワークに申請をおこなうこと 

 

２．教育訓練制度・職業能力評価制度の内容 

① 教育訓練制度とは 

20 時間以上の OFF-JT による研修（外部の研修機関が実施するもの）を事業主が、従

業員に対して実施（※費用は全額事業主負担し、かつ、受講中の賃金を支払うことが必

要）をするための制度を就業規則に規定して実際に受講させること 
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② 職業能力評価制度とは 

「ジョブ・カード」を用いて、従業員の職業能力を評価する仕組みを作ること 

 
２．企業内人材育成助成金申請フロー 
・事前準備…計画実施１月前まで 
① 導入する教育研修制度を就業規則に規定 
② 社内の職業能力体系図を作成 
③ 社内の教育訓練実施計画書を作成 
④ ジョブ・カードの作成  
⑤ 企業内人材育成推進助成金制度導入適用計画届（様式 1）の作成 
⑥ 職業能力開発推進者の選任 
計画書と添付書類を提出⇒認定 

 
・実施期間 
① 変更後の就業規則を労働基準監督署に届出 
② 教育訓練制度を実施（計画期間内に教育訓練に要する費用の支払） 

 
・支給申請…計画実施後２箇月以内 
① 支給申請書の作成提出 

 

添付 

・対象労働者の労働契約書（又は労働条件通知書） 

・対象労働者の出勤簿等（計画の実施日が属する月から終了日が属する月まで） 

・対象者労働者の賃金台帳（同上） 

・制度導入後の就業規則 

・教育訓練制度を実施した場合には、費用の支払いを証明できる書類 
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（株）La.Gola 

【助成金申請計画】 

１．女性社員の活用として、職業安定所を通じて、母子家庭の母を 5名採用する。 

・特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発助成金） 

1 名 60 万円 × ５名 ＝300 万円 

可能性あり…子の預かり制度及び施設等に関しては、チャイレックに委託 

 

☛更に、「女性活躍推進法」に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値

目標」の達成に向けた取組内容（「取組目標」）等を盛り込んだ「行動計画」を策定し、

計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主（30 万円助成） 及び、

数値目標を達成した事業主（30 万円助成）を視野に入れる。 

 

２．有期労働者として採用した従業員 10 名の内、 低 8名を、6箇月後に正規雇用 

  新規に有期労働者として採用した従業員を教育指導し、6 箇月後に面接試験を実施

し、期間の定めのない正規雇用者に転換。 

 ・キャリアアップ助成金（正規雇用転換コース） 

  1 名 50 万円 × ８名 ＝400 万円 

 

３．従業員 10 名に対して、OFF－JT 教育訓練を実施。接客・コミュニケーション、商品

知識、発送、包装の技術、仕入れ等を教育訓練。教育訓練は LEC 法人事業部に打診 

 ・企業内人材育成助成金（教育訓練制度導入） 

  制度導入助成 50 万円 

  教育訓練実施 1人 5万 × 10 名＝50 万円 

計 100 万円 

助成金の種類 単価と人数 助成額 

特定求職者雇用開発助成金 60 万円×5名 300 万円 

キャリアアップ助成金 50 万円×8名 400 万円 

企業内人材育成助成金 制度導入 

5 万円×10 名 

50 万円 

50 万円     

計 100 万円 

助成金合計 総計 800 万円 

 



LEC 東京リーガルマインド   リアル実務体験 第２弾 社労士編   無断複製・頒布を禁じます 

11 

 

 

 

 

雇用期間 
□期間の定め無し 平成  年  月  日から 
□期間の定め有り 平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 
更新可能性〔□有 □無〕更新基準： 

就業の場所  
業務内容  

就業時刻 
及び 
休憩時間 

□基本就業時刻   時   分から   時   分まで〔うち休憩時間  分〕 

□交替制等     時   分から   時   分まで〔うち休憩時間  分〕 
                    時   分から   時   分まで〔うち休憩時間  分〕 
                    時   分から   時   分まで〔うち休憩時間  分〕 

休日 □休 日   〔                           〕 

所定外 
労働等 

所定外労働をさせることが〔□有 □無〕→〔                 〕 
休日労働させることが  〔□有 □無〕→〔                 〕 

休 暇 

                             
初年度６ヶ月間継続勤務した場合…□法定・他〔  〕 

年次有給休暇                            
勤続６ヶ月以内の年次有給休暇・〔□有 □無〕 
        有の場合 → 〔  月経過で  日〕 

その他の休暇     有給 〔                       〕 
無給 〔                       〕 

賃 金 

基本給          手当          総支給額      円 
割増率・所定外〔１２５％〕法定休日労働〔１３５％〕深夜〔２５％〕 
賃金締切日支払日〔      日〕支給日〔      日〕 
賃金支払時に控除する費目 〔                     〕 

昇 給：〔□有 □無〕→〔時期等                   〕 
賞 与：〔□有 □無〕→〔時期等                   〕 
退職金：〔□有 □無〕→〔                      〕 

退職に関

する事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（   歳まで） ， 無 ） 

３ 自己都合退職の手続（退職する   日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続(                        ) 

添付資料１ 

雇用通知書
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【キャリアアップ計画】（記入例１） 

①キャリアアップ 

計画期間 
平成  年 月 日 ～ 平成  年 月 日 

②キャリアアップ計画

期間中に講じる措置

の項目 

（講じる措置の該当する番

号に「○」をつける） 

１ 正規雇用等転換コース    ２ 人材育成コース   

  （２７年１０月頃実施予定）   （２７年 ６月頃実施予定） 

３ 処遇改善コース       ４ 健康管理コース 

  （  年  月頃実施予定）   （  年  月頃実施予定） 

５ 多様な正社員コース   ６短時間労働者の週所定労働時間延長 

 [勤務地限定・職務限定・短時間]   コース 

 （  年  月頃実施予定）    （  年  月頃実施予定） 

③対象者 

＜正規雇用等転換コース＞ 

・○○部門に配属後○年を経過した契約社員及びパートタイム労働者 

・○○部門に派遣されている派遣労働者 

④目標 

（人材育成を講じる場

合、訓練後に期待さ

れるスキルや能力、

その達成状況に応じ

た処遇の在り方） 

＜正規雇用等転換コース＞ 

・対象者のうち○名程度に対して正規雇用への転換又は直接雇用を図

る。 

 

⑤目標を達成するため

に講じる措置 

＜正規雇用等転換コース＞ 

・正規雇用労働者へ転換及び直接雇用するため昇格試験を実施。 

 

⑥キャリアアップ計画

全体の流れ 

＜正規雇用等転換コース＞ 

・正規雇用の労働者への転換及び直接雇用するための制度整備を行

い、対象者の範囲や制度内容を周知した上で希望する契約社員、パ

ートタイム労働者及び派遣労働者を募集し、昇格試験等の評価によ

り正規雇用への転換又は直接雇用を判断する。 

 

（様式第１号（計画）） 添付資料 ２ 
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キャリアアップ助成金 正規雇用等転換コース 就業規則規定例 

 

（正規雇用への転換）  

第○条 勤続６月以上の者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。  

２ 転換時期は、毎年４月１日とする。  

３ 転換させる場合の要件及び基準は、別表○（正規雇用への転換）に定める。   

（無期雇用への転換）  

 

第○条 会社は、派遣社員を、本人が希望する場合は、正規雇用又は無期雇用として採

用することがある。  

２ 採用時期は、毎年４月１日とする。  

３ 採用する場合の要件及び基準は、別表○（正規雇用への転換）に準じるものとする。 

 

（正規雇用への転換） 

別表○ 正規雇用への転換要件・基準 

１ 直属の上司の 6箇月目の総合評価（ABC）が、A又は Bである者 

２ 担当業務を一通り行うことができる者 

３ 正規雇用と同様の勤務期間・日数で勤務が可能な者  

４ 所属長の推薦があり、筆記試験及び部門長の面接試験に合格した者   

 

 

 

 

 

 

 

注意：当レジュメは、架空のシミュレーションに基づいて作成したものです。 
よって、実際の手続きに使用するものではありません。 

添付資料 ３ 
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